
                                                                        

令和４年度第２回歯科口腔保健審議会 
 

日時 令和５年１月１９日（木） 

１０時００分から１１時１５分まで 

場所 さいたま市役所         
議会棟２階 第６委員会室     

 

 

次   第 
 

１ 開  会 

 

２ 挨 拶  

 

３ 議  事 

 

 (１) 会長選出 

(２) さいたま市障害者歯科相談医ガイドブックの改定について 資料１ 

（３）「次期さいたま市歯科口腔保健推進計画」の策定について 

                       資料２－１、資料２－２、資料２－３ 

                        参考資料１、参考資料２ 

 

４ 意見交換 

(１) 「さいたま市歯科口腔保健推進計画」と「歯科口腔保健の基本的事項」について 

                             資料３、参考資料３ 

 

５ 報  告 

 (１) (仮称)さいたま市口腔保健センターの設置について 参考資料４ 

 

６ 閉  会 
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1/1 

○さいたま市歯科口腔保健審議会規則 

平成25年３月11日 

規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例（平成24年さいたま市

条例第93号）第10条第10項の規定に基づき、歯科口腔保健審議会（以下「審議会」とい

う。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長） 

第２条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、

その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員（臨時委員を置く調査審議事項を審議する会議にあっては、当該臨時委

員を含む。次項において同じ。）の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（関係者の出席等） 

第４条 審議会は、必要があると認めたときは、関係のある者に対し、出席を求めて説明若

しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

 



 

さいたま市障害者歯科相談医ガイドブックの改訂について 

 

 

【作成目的】障害のある方々が身近な地域で安心して歯科口腔に関する相談、 

診療ができるよう埼玉県障害者歯科相談医が在籍している歯科 

医療機関の情報を提供するもの。 

 

【改定時期】令和５年度に作成配布。 

      令和５年度当初から素案作成に着手できるように令和４年度か

ら作成準備を行う。 

 

【スケジュール】 

令和５年１月     歯科口腔保健審議会にて情報シート確認依頼 

     ２月     各歯科医療機関に情報シート送付 

     ３月     情報シートとりまとめ 

４月～    ガイドブック素案作成 

６月、７月  相談医に原稿確認依頼 

７、８月頃  歯科口腔保健審議会にて素案確認依頼 

     １０月頃～  ガイドブック配布 
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相談医氏名

診療所の名称

診療所の住所

電  話

E-mail

ホームページ

アクセス

駐車場の有無

診療時間

休診日

予約方法

診療科目

麻酔

学会認定医・
専門医

受診可能な患者

受診可能な
障害の種類

治療・ケアの
程度

口腔機能精密
検査

人員配置

その他

ガイドブック
の掲載について

□歯科医師・常勤（　　　人）　□歯科医師・非常勤（　　　人）　□麻酔医（　　　人）
□歯科衛生士（　　　　　人うち認定歯科衛生士　　　　人）　　　□その他（　　  　　　　　　　　　）

※自由記載

□　ガイドブックへの掲載を希望する　□ガイドブックへの掲載を希望しない

□口腔外科専門医　　□歯周病専門医　　□歯科麻酔専門医　　□小児歯科専門医
□日本障害者歯科学会認定医　□日本老年歯科学会専門医　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

□障害者　　□障害児　　□全身疾患　□要介護　□摂食・嚥下障害　 □ウイルス性肝炎・HIV等の感染症

□肢体不自由　□視覚障害　□聴覚障害　　□知的障害  □認知症  □精神障害(高次脳機能障害を含む)
□発達障害（　□自閉症スペクトラム障害　□注意欠陥多動性障害　□学習障害　）　□その他

□ごく軽度のみ　　□軽度のみ　　□程度に応じて対応　　□困難でも対応　　□他の施設と連携
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□VF※□VE※※　□口腔粘膜湿潤度測定　□唾液量測定　□咬合力測定　□舌圧測定　□咀嚼能力検査
※VF・・・嚥下造影検査。造影剤を含んだ食事をＸ線透視下で食べ、透視像をビデオやDVDに記録し、嚥下（飲み込み）の過程や状態を正確に評価するための検査
※※VE・・・嚥下内視鏡検査。鼻からこの細い観察用の管を挿入した状態で、食べ物や飲み物を摂取し、嚥下（飲み込み）の観察・評価をする検査

訪問

□対応可　　□対応不可　　　　　　　　

「可」の場合の治療内容　　□歯科検診　　　　　　□口腔衛生指導　　　□抜歯などの外科的処置
　　　　　　　　　　　　　□むし歯、歯周病　　　□摂食嚥下改善　　　□歯科矯正治療
　　　　　　　　　　　　　□入れ歯　　　　　　　□口腔機能訓練
　　　　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　当日の受診　　□可　　□不可　　□応相談

□歯科　　□矯正歯科　　□小児歯科　　□歯科口腔外科　

□全身麻酔法　　□静脈内鎮静法　　□吸入鎮静法

サービス・
アメニティ

□車いす用スロープ　□エレベーター　□車いすのまま診療可　□手話(□外部から手配　□スタッフで対応)
□筆談　　　　　　　□点字表示　　□個室　　　　　□仕切り
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

介助犬・盲導犬の出入り　　□可能　　□不可能　　□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

トイレ　　□身体障害者（車いす）対応　　□洋式　　□和式      □だれでもトイレ

外国語　　□英語　□中国語　□韓国語　□フランス語　□スペイン語　□その他（　　　　　）　

                                               @

□あり（URL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）□なし　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

駐車場　□無　　　□有(　　　　台)　（事前連絡の必要　□無　　□有　）

外来受付時間

埼玉県障害者歯科相談医　歯科医療機関　情報シート（さいたま市）　令和5年1月19日現在

※網掛けの項目がガイドブック掲載項目となります。網掛けのない項目は、市職員（保健所、保健センター等）で共有し、ガイドブックには掲載いたしません。

FAX 夜間・休日用
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（仮称）さいたま市次期健康増進計画の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

さいたま市総合振興計画 

（
仮
称
）
さ
い
た
ま
市
次
期
健
康
増
進
計
画 

さ
い
た
ま
市
障
害
者
総
合
支
援
計
画 

さ
い
た
ま
子
ど
も
・
青
少
年
の
び
の
び
希
望

プ
ラ
ン 

さ
い
た
ま
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

・
介
護
保
険
事
業
計
画 

環境 

交通 

情報 

社会福祉協議会 

（地域福祉活動計画） 

 

 

   

 

 

 

【関連計画】 

さいたま市自殺対策推進計画 

 

埼玉県地域保健 

医療計画 

さいたま市保健福祉総合計画 

（地域福祉計画） 

住宅  

さいたま市国民健康保険 
特定健康診査等実施計画 

【県の関連計画】 

彩の国健やか親子２１ 

埼玉県地域福祉 

支援計画 

埼玉県健康長寿計画 

埼玉県子育て 

応援行動計画 

埼玉県高齢者 

支援計画 

埼玉県障害者 

支援計画 

さいたま市がん対策推進計画 

埼玉県がん対策 

推進計画 

埼玉県歯科口腔保健

推進計画 

さいたま市ヘルス
プラン２１、さいた
ま市歯科口腔保健
推進計画及びさい
たま市食育推進計
画を統合。 

教育 

【その他関連計画】 

 【国の関連法・計画】 

がん対策基本法 

歯科口腔保健の 

推進に関する法律 

健康日本２１ 

健やか親子２１ 

子ども・子育て 

ビジョン 

障害者基本計画 

埼玉県食育推進計画 

食育推進基本計画 
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（ 仮 称 ） さ い た ま 市 次 期 健 康 増 進 計 画  骨 子 案 概 要

１．計画策定の目的 

本市では、健康増進法の定めるところにより、国が策定した国民健康づくり運動である「健康日本２１（第二

次）」の地方計画に当たる「さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）」を平成２５年３月に策定し、市民一人ひと

りの健康づくりを支援する取組を推進してきました。 

また、平成２４年１２月に本市が施行した「さいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例」に基づき、本市の

歯科口腔保健の方向性を明確化し、歯科口腔保健に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために「さいたま

市歯科口腔保健推進計画」を平成２７年３月に策定しました。 

さらに食育基本法に基づき、これまでの取組の成果と、現状や課題を踏まえ、食育に関する施策を総合的計画

的に推進していくため、平成３０年３月に「第３次さいたま市食育推進計画」を策定し、健康づくりと食育の分

野の取組を相互に進めてきました。  

「さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）」、「さいたま市歯科口腔保健推進計画」及び「第３次さいたま市食育推

進計画」が令和６年３月末に計画期間の終了を迎えることに伴い、これまでの取組をさらに充実・発展させると

ともに、社会環境の変化や新たな課題等に対応するため、「さいたま市ヘルスプラン２１（第３次）」、「さいたま

市歯科口腔保健推進計画（第２次）」及び「第４次さいたま市食育推進計画」を策定します。 

健康づくり、食育、歯科口腔の各分野は、それぞれが密接に関わることから、 計画の取組の相乗効果と推進力

を高めるため、３つの計画を統合します。 

 

２．計画の期間 

本計画の計画期間は、国の次期プランとの整合を図り、令和 6（2024）年度から令和 17（2035）年度までの 12

年間とします。なお、社会情勢の変化等によって見直しが必要になった場合には、計画期間内であっても、適宜

内容の見直しを図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．基本理念 

国の次期プランの方向性、本市の現計画の現状、市民調査の結果を鑑み、以下のとおりとします。 

 

 

４．重点目標 

本計画においては、分野別の取組を総合的に推進していくため、２つの重点目標を定め、これらを中心に積極

的な施策の展開を図ります。 

 

 

 

 

５．分野別目標  

１ がんの予防：がんの予防と早期発見の推進 

  生活習慣の改善及びその習慣を継続することでがんの発症予防を図り、がん検診の受診率の向上を図り

ます。 

２ 循環器疾患・糖尿病の予防：予防と早期発見・早期治療の推進 

  生活習慣の改善による循環器疾患及び肥満対策、健康診査や人間ドッグの受診率の向上、糖尿病の早期

治療と治療の継続による重症化予防を図ります。 

３ 歯・口腔の健康・・・さいたま市歯科口腔保健推進計画（第２次) 

：健康で質の高い生活のための歯科口腔保健の実現 

  歯科疾患を予防し、口腔機能の獲得・維持・向上を図り、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりを推進し

ます。 

４ 栄養・食生活・・・第４次さいたま市食育推進計画 

：食育の推進 

  食育を通して、生涯を通じて心と身体の健康を培い、 豊かな人間性、自然への感謝の気持ちを育みます。ま

た、市民、地域、各種団体などと行政が協働し、 持続可能な食を支える環境づくりに取り組みます。 

５ 身体活動・運動：生涯にわたる積極的な身体活動と運動習慣の形成 

  次世代から活発な身体活動を獲得し、ウォーキングを中心とした身体活動の推進及び運動習慣の定着を

図り、ロコモティブシンドロームの予防を推進します。 

６ 休養・こころの健康：睡眠と休養の確保、悩みごとが相談できる環境の整備 

  睡眠による休養を確保し、日ごろから悩みごとを相談できる環境を作ります。 

７ 喫煙：受動喫煙の防止と禁煙 

  たばこの害や COPD について理解し、次世代の喫煙をなくし、喫煙をやめたい人がやめられるための環境

を作ります。 

８ 飲酒：節度のある飲酒の啓発と未成年者の飲酒防止 

  生活習慣病のリスクを高める量の飲酒を防止し、妊娠中及び未成年者の飲酒を防止します。 

 

６．区別の評価および目標  
健康寿命の延伸～社会とつながって、続いていく健康づくり～ 

Ⅰ 若い世代から、生涯とぎれない健康づくり 

Ⅱ 地域と共につくる自分の健康 

202１
R３

202２
R４

2023
R5

2024
R6

2025
R7

2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

2036
R18

・次期国民健康づくり運動プラン
・次期基本的事項

食育推進基本計画

（仮称）さいたま市
次期健康増進計画 最終評価

最終評価

中間評価

中間評価

次期計画(予定) ※R7以降のスケジュールは現段階で未定

次々計画プラン作成

第４次

次々期計画策定
次々計画
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（仮称）さいたま市次期健康増進計画 策定スケジュール 

令和５年１月１９日時点 

 
時期 さいたま市 

国 

健康 食育 歯科 

令
和
４
年
度 

4月 26日 第１回健康づくり推進会議 

健
康
日
本
２
１
（
第
二
次
） 

（
平
成
２
５
年
度
～
令
和
５
年
度
） 

 

第
４
次
食
育
推
進
基
本
計
画 

（
令
和
３
年
度
～
令
和
７
年
度
） 

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

（
平
成
２
５
年
度
～
令
和
５
年
度
） 

 

7月 第１回健康づくり・食育推進協議会 

第１回歯科口腔保健審議会 

夏頃 

データ・情報収集 

最
終
評
価 

報
告 

最
終
評
価 

報
告 

～11月 

  

12月 第２回健康づくり推進会議 

1月 第２回健康づくり・食育推進協議会 

第２回歯科口腔保健審議会 

※骨子案概要提示 

2～3月 骨子案作成 

令
和
５
年
度 

4月 健康づくり・食育推進協議会委員改選 

第１回健康づくり推進会議 
次
期
プ
ラ
ン 

公
表 

次
期
基
本
的
事
項 

公
表 5月 第１回健康づくり・食育推進協議会 

第１回歯科口腔保健審議会 

※骨子案審議 

6～7月 素案作成 

歯科口腔保健審議会委員改選（７月） 

  

8月 第２回健康づくり推進会議 

第２回健康づくり・食育推進協議会 

第２回歯科口腔保健審議会 

※素案審議 

9月 素案完成 

12月 議会審議、パブリック・コメント実施 

1月 

第３回健康づくり推進会議 

第３回健康づくり・食育推進協議会 

第３回歯科口腔保健審議会 

※計画（案）報告 

2月 議会報告 

3月 (仮称)さいたま市次期健康増進計画確定 

資料２－３ 
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(仮称)さいたま市口腔保健センターの整備について  

報告の概要 

口腔保健センターの設置について、令和元年１２月定例会において旧中央区役所保健センターの大

規模改修での実施と報告していたところ、今般の整備検討の中でその整備手法に変更が生じたため、

改めて報告を行うもの。 

 

１．口腔保健センターとは  

通常の医療機関の施設・機能では、歯科診療や歯科保健サービスを受けることが困難な障害者（児）

及び要介護高齢者の歯科医療を実現するために設置するもの。 

 

２．現状  

一部の障害者（児）等の歯科診療については、熟練した人員を要すること､通常診療よりも時間を要

すること、待合室での配慮や特殊な設備が必要であること等から、一般歯科診療所では受診が困難な

場合がある。しかし、専門歯科医療機関は少なく、市内に唯一ある埼玉県歯科医師会口腔保健センター

も待機期間が長期化しており、障害者（児）及び要介護高齢者が歯科診療や歯科保健サービスを受ける

ことが困難な状況となっている。 

 

３．これまでの経緯  

年度 内容 

令和元年度 旧中央区役所保健センターを大規模改修し、口腔保健センターを設置する方針を決定 

令和２年度 口腔保健センターのレイアウトについて協議、検討 

令和３年度 大規模改修工事に係る基本計画策定及び構造検討を実施 

令和４年度 
大規模改修工事の課題等を踏まえ、効果的な整備手法を検討し、旧中央区役所保健セン

ターを現地建替えとする方針を決定 

 

４．方針転換の考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料４ 

口腔保健センターの着実な開設、費用対効果及び抜本的な浸水対策などの点から、 

口腔保健センターを、現地建替えとしての整備に転換 

○基本計画策定と構造検討の結果 

 → 令和元年度時の想定(令和５年)より、整備期間の延長(最短で令和８年)及び費用の増加が判明 

○基本計画策定後の具体な検討の結果 

 → 老朽化が進んでいるため、計画どおり進捗しない可能性等の不確定要素を内包 

 → 抜本的な浸水対策の必要性を再確認 

障害者(児)及び要介護高齢者の受診機会・受診環境の向上 
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５．変更内容  

 令和元年度報告時  令和４年度整備案 

概要 
旧中央区役所保健センターの大規模改修

工事を実施し、口腔保健センターを開設 
 

旧中央区役所保健センターの現地建替

えを実施し、口腔保健センターを開設 

開設時期 
令和５年度（当初予定） 

※基本計画での検討では最短で令和８年 
 令和１０年度（予定） 

設置主体 さいたま市歯科医師会  さいたま市 

運営主体 さいたま市歯科医師会  指定管理者 

運営形態 補助金  指定管理者制度 

設置場所 さいたま市中央区本町東４－４－３ 
 さいたま市中央区本町東４－４－３ 

（現地建替え） 

対象者 障害者(児)、要介護高齢者  障害者(児)、要介護高齢者 

診療日数 年間２４０日(週５日診療)  年間２４０日(週５日診療) 

診療時間 
９：００～１７：００ 

(休憩時間含む) 
 

９：００～１８：００ 

(休憩１時間含む) 

歯科 

ユニット数 

４台 

(うち全身麻酔用１台) 
 

５台 

(うち全身麻酔用１台) 

患者人数 年間４，８００人  年間約５，０００人 

 

６．スケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5 R6 R7 R8 R9 R10

旧中央区役所
保健センター

仮設施設

新施設

解体
設計

解体工事

仮設

設計工事
リース期間（解体撤去含む。）

基本
計画

基本・実施設計 本体工事
供用開始

予定

開設
予定

機器整備

（口腔保健センター）


